
※居住誘導区域とは…人口密度を維持することにより，生活サービスやコミュニティが

持続的に確保されるよう居住の誘導を図る区域.。

居住誘導区域外における事前届出

■届出の対象となる行為

居住誘導区域外において，以下の行為を行おうとする場合には，原則として市への

届出が義務付けられています。

（都市再生特別措置法第８８条第１項）

■届出の目的

届出は，市が居住誘導区域外における住宅等の整備の動きを把握するため

の制度です。

■届出の時期

開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととなります。

（都市再生特別措置法第８８条第１項）

居住誘導区域外における事前届出制度について

当市では，都市再生特別措置法に基づき，大崎市都市計画区域内を対象とし，

「大崎市立地適正化計画」を策定し，居住誘導区域を定めています。

居住誘導区域外において，下記行為を行う場合には，工事に着手する日の

３０日前までに，市長への届出が必要となります。

○開発行為

① 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合

② 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で，その規模が1,000㎡以上の場合

① 3戸以上の住宅を新築しようとする場合

② 建築物を改築し，又は建築物の用途を変更して住宅（①）とする場合

○建築行為



■届出書類の作成

届出は，以下の区分により，あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図

を添えて行います。

《開発行為の場合》

◆届出書 ･･････････････････････････････････････（様式-４）

◆添付図書

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を

表示する図面 縮尺1,000 分の１以上

② 設計図 縮尺100 分の１以上

③ その他参考となるべき事項を記載した図書

《建築行為の場合》

◆届出書 ･･････････････････････････････････････（様式-５）

◆添付図書

① 敷地内における住宅の位置を表示する図面 縮尺100 分の１以上

② 住宅の２面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50 分の１以上

③ その他参考となるべき事項を記載した図書

《上記２つの届出内容を変更する場合》

◆届出書 ･･････････････････････････････････････（様式-６）

◆添付図書 上記のそれぞれの場合と同様

■届出を要しない軽易な行為

前項の行為であっても，以下の行為は届出の必要はありません。

（都市再生特別措置法第８８条第１項各号，同施行令第３４条及び第３５条）

【お問合せ先】

大崎市 建設部 都市計画課 都市計画担当（大崎市役所東庁舎２階）

〒989-6188 大崎市古川七日町 1番 1号 TEL:0229-23-8069 FAX:0229-22-9454

① 仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供する住宅を建築する目的で

行う開発行為の場合

② ①の住宅の新築の場合

③ 建築物を改築し，又はその用途を変更して①の住宅とする場合



居住誘導区域_古川地域

※居住誘導区域は，図面に示してい

る黒太線で囲まれた区域のうち，

災害危険区域，土砂災害特別警戒

区域，急傾斜地崩壊危険区域，地す

べり防止区域，土砂災害警戒区域

を除いた区域とします。図面上の

表現と異なる部分がありますの

で，ご注意願います。詳細は市ホー

ムページをご確認願います。



居住誘導区域_三本木地域

※居住誘導区域は，図面に示している

黒太線で囲まれた区域のうち，災害

危険区域，土砂災害特別警戒区域，急

傾斜地崩壊危険区域，地すべり防止

区域，土砂災害警戒区域を除いた区

域とします。図面上の表現と異なる

部分がありますので，ご注意願いま

す。詳細は市ホームページをご確認

願います。



居住誘導区域_岩出山地域

※居住誘導区域は，図面に示してい

る黒太線で囲まれた区域のうち，

災害危険区域，土砂災害特別警戒

区域，急傾斜地崩壊危険区域，地

すべり防止区域，土砂災害警戒区

域を除いた区域とします。図面上

の表現と異なる部分があります

ので，ご注意願います。詳細は市

ホームページをご確認願います。



様式-４（第 35条第 1項第 1号関係）

開発行為届出書

注 届出者が法人である場合においては，氏名は，その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

都市再生特別措置法第 88 条第 1項の規定に基づき，開発行為について，下記により届け出ます。

年 月 日

大崎市長 様

届出者 住所

氏名

開
発
行
為
の
概
要

１ 開発区域に含まれる地域の名称

２ 開 発 区 域 の 面 積 平方メートル

３ 住 宅 等 の 用 途

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 年 月 日

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 年 月 日

６ そ の 他 必 要 な 事 項



様式-５（第 35条第 1項第 2号関係）

住宅等を新築し，又は建築物を改築し，若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書

注 届出者が法人である場合においては，氏名は，その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

都市再生特別措置法第 88 条第 1項の規定に基づき，

住 宅 等 の 新 築

建築物を改築して住宅等とする行為 について，下記により届け出ます。

建築物の用途を変更して住宅等とする行為

年 月 日

大崎市長 様

届出者 住所

氏名

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在，地番，地目及び面積

所 在 ・ 地 番

地 目

面 積 平方メートル

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅等

の用途

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途

４ その他必要な事項



様式-６（第 38条第 1項関係）

行為の変更届出書

年 月 日

大崎市長 様

届出者 住所

氏名

都市再生特別措置法第 88条第 2項の規定に基づき，届出事項の変更について，下記により届け出ます。

記

１ 当初の届出年月日 年 月 日

２ 変更の内容

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 年 月 日

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 年 月 日

注１ 届出者が法人である場合においては，氏名は，その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
２ 変更の内容は，変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。


